
　

目　　　　次

規　　　　　　則　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ

（人 事 委 員 会）

酸職員の給与に関する規則の一部を改正する規則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１

酸職員の休日及び休暇に関する規則等の一部を改正する規則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

告　　　　　　示

酸疑似患畜の発生について（畜産課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２

酸家畜等の移動等の禁止について（畜産課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３

酸道路の区域の変更（２件）（道路維持課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３

酸道路の供用の開始（３件）（道路維持課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４

酸道路の占用を制限する区域の指定（道路維持課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５

酸道路の占用を制限する区域の変更（道路維持課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５

公　　　　　　告

酸鹿島臨海工業地帯北海浜第二期埋立地の公募について（立地整備課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６

酸県営土地改良事業計画（３件）（農村計画課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７

酸開発行為の工事完了（２件）（建築指導課）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８

　

規　　　　　則

　

（人 事 委 員 会）

茨城県人事委員会規則第15号

　職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　　令和４年11月28日

茨城県人事委員会委員長　　足　　立　　勇　　人　　

　　　職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

第１条　職員の給与に関する規則（昭和36年茨城県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第56条の７第１号ア中「100分の190」を「６月に支給する場合においては100分の190」に改め、「100分の230）」

の次に「，12月に支給する場合においては100分の210（特定幹部職員にあつては100分の250）」を加え、同号イ中

「100分の100」を「６月に支給する場合においては100分の100，12月に支給する場合においては100分の105」に改

め、同条第２号ア中「100分の90」を「６月に支給する場合においては100分の90」に改め、「100分の110)」の次に

「，12月に支給する場合においては100分の100（特定幹部職員にあつては100分の120）」を加え、同号イ中「100分

の52.5」を「６月に支給する場合においては100分の52.5，12月に支給する場合においては100分の57.5」に改める。
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第２条　職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。

　第56条の７第１号ア中「６月に支給する場合においては100分の190」を「100分の200」に、「100分の230），12月

に支給する場合においては100分の210（特定幹部職員にあつては100分の250）」を「100分の240）」に改め、同号イ

中「６月に支給する場合においては100分の100，12月に支給する場合においては100分の105」を「100分の102.5」

に改め、同条第２号を次のように改める。

　柑　再任用職員　100分の95（特定幹部職員にあつては，100分の115）

　　　付　則

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和４年４月１日から適用する。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県人事委員会規則第16号

　職員の休日及び休暇に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

　　　令和４年11月28日

茨城県人事委員会委員長　　足　　立　　勇　　人　　

　　　職員の休日及び休暇に関する規則等の一部を改正する規則

　（職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正）

第１条　職員の休日及び休暇に関する規則（昭和29年茨城県人事委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第29項中「，学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する義務教育を終了する前の」を削り、「５日

（」の次に「学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する」を加える。

　（職員の給与に関する規則の一部改正）

第２条　職員の給与に関する規則（昭和36年茨城県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第44条の４第１項第３号、第44条の６第２項、第52条の３第２項、第55条第５号、第55条の７第２項第２号、第

56条の５第２項第２号及び別表第32の４中「不妊治療休暇」を「長期出生サポート休暇」に改める。

　（職員の退職手当に関する規則の一部改正）

第３条　職員の退職手当に関する規則（昭和38年茨城県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第６条の４の２第１号、第６条の９及び第６条の10第２項第７号中「不妊治療休暇」を「長期出生サポート休

暇」に改める。

　　　付　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、同年１月１日から施行する。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

　

告　　　　　示

　

茨城県告示第1197号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜伝染病の発生について届出があった

ので、同条第４項により公示する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第1198号

　高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第32条の規定に

より区域内の移動又は他の区域外への移動を禁止する区域及び家畜等を次のとおり指定する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　目的

　　高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため

２　対象

　鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びそれらの死体並びに高病原性鳥インフルエンザ

の病原体を広げるおそれがある物品

３　期間

　　当分の間

４　移動を禁止する区域

　　次の図のとおりとする。

５　区域外への移動を禁止する区域

　　次の図のとおりとする。

（「次の図」は、省略し、その図面を茨城県農林水産部畜産課に据え置いて縦覧に供する。）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第1199号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は、令和４年11月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　土浦坂東線

３　道路の区域

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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発生年月日発生場所発生羽数
患畜及び疑似
患畜の区分

家畜の
種　類

家畜伝染病の種類

令和４年11月４日
かすみが
うら市

約104万羽疑似患畜鶏高病原性鳥インフルエンザ

摘　要延　長敷地の幅員旧新の別区　　　間

メートルメートル

572
最大　　　　29.9

最小　　　　24.6
旧つくば市上河原崎元中北字東大境32番２か

ら
つくば市上河原崎下河原崎入会地字前原
番外４番224まで 現道拡幅572

最大　　　　59.4

最小　　　　28.0
新



茨城県告示第1200号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は、令和４年11月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　中里坂東線

３　道路の区域

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第1201号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は、令和４年11月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　路　　線　　名　　一般国道　118号

２　供用開始の区間　　那珂市中里字反町1908番地先から

　　　　　　　　　　　那珂市瓜連字鷺庭1323番６地先まで

３　供用開始の期日　　令和４年11月30日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第1202号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は、令和４年11月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　路　　線　　名　　一般国道　125号

２　供用開始の区間　　稲敷市佐倉字大阪725番３から

　　　　　　　　　　　稲敷郡美浦村大字大谷字根古屋447番まで

３　供用開始の期日　　令和４年11月30日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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摘　要延　長敷地の幅員旧新の別区　　　間

メートルメートル

338

265

674

最大　　　　17.2

最小　　　　 0.9

最大　　　　10.4

最小　　 　　9.1

最大　　　　45.0

最小　　　　12.6

　（Ａ）

旧（Ｂ） 

　（Ｃ）

坂東市岩井字駒跿前279番２地先から

坂東市岩井字駒跿前281番８地先まで

坂東市岩井字屋敷後533番１地先から

坂東市岩井字雨沼628番17地先まで

坂東市岩井字駒跿前281番21地先から

坂東市岩井字雨沼628番17地先まで

区域除外（一部

旧道移管）
674

最大　　　　45.0

最小　　　　12.6
新（Ｃ） 

坂東市岩井字駒跿前281番21地先から

坂東市岩井字雨沼628番17地先まで



茨城県告示第1203号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は、令和４年11月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　路　　線　　名　　県道　常磐公園線

２　供用開始の区間　　水戸市常磐町１丁目5957番地先から

　　　　　　　　　　　水戸市常磐町１丁目5986番３地先まで

３　供用開始の期日　　令和４年11月28日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第1204号

　道路法（昭和27年法律第180号）第37条第１項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとした

ので、同条第３項の規定に基づき次のとおり告示する。

　その関係図面は、令和４年11月28日から２週間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

２　制限の対象とする占用物件

　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを

除く。）

　ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができな

いと認められる場合は、この限りでない。

３　占用を制限する理由

　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

４　占用の制限の開始の期日

　　令和４年11月30日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第1205号

　道路法（昭和27年法律第180号）第37条第１項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を変更することとした

ので、同条第３項の規定に基づき次のとおり告示する。

　その関係図面は、令和４年11月28日から２週間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　道　路　の　種　類　　　一般国道

２　路　　　線　　　名　　　118号

３　占用を制限する区域

 茨　　　城　　　県　　　報　 　第 362 号　令和４年（2022年）11月28日（月曜日） 5

占用を制限する区域路線名道路の種類

稲敷市佐倉字大阪725番３から
稲敷郡美浦村大字大谷字根古屋447番まで

125号一般国道



　

　

４　占用の制限の開始の期日　　令和４年11月30日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

　

公　　　　　告

　

酸鹿島臨海工業地帯北海浜第二期埋立地の公募について

　北海浜第二期埋立地についてその譲受人を次のとおり公募します。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　公募区画

　

２　売却の条件等

　　北海浜第二期埋立地公募要項（令和４年11月）に定めるところによる。

３　申込受付期間

　敢　受付開始日

　　　令和４年11月28日（月）

　柑　締切日

　毎月15日及び末日（初回の締切日は令和４年12月15日（木）とする。）

　ただし、当該期日が茨城県の休日を定める条例（平成元年茨城県条例第７号）第１条に定める休日に該当する

場合は、その前日とする。

４　申込受付場所

　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　茨城県立地推進部立地整備課（電話029－301－2756）

５　申込受付時間

　　午前９時から午後５時まで

　　ただし、茨城県の休日を定める条例（平成元年茨城県条例第７号）第１条に定める休日を除く。

６　申込みに必要な書類

　　本県所定の様式による。

７　その他

　　詳細については、茨城県立地推進部立地整備課にお問い合わせください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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摘　要延　長敷地の幅員旧新の別区　　　間

メートルメートル

1,340
最大　　　　33.4

最小　　　　11.6
旧那珂市中里字反町1908番地先から

那珂市瓜連字鷺庭1323番６地先まで 現道拡幅1,340
最大　　　　39.7

最小　　　　29.0
新

公 告

分譲価格面　積地　目所在及び地番区画

15,600円／㎡67,383.51㎡雑種地鹿嶋市大字平井字灘2288番１　ほか１筆Ａ



酸県営土地改良事業計画

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営若地区土地改良事業（農業用道路）につ

き計画を定めたので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に茨城県

知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６月以内に、茨城県を被告として、計画を定めたこと

に対する取消しの訴えを提起することができる。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　縦覧に供する書類

　　県営若地区土地改良事業（農業用道路）計画書の写し

２　縦覧の期間

　　令和４年11月29日から令和４年12月26日まで

３　縦覧の場所

　　茨城県県西農林事務所

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

酸県営土地改良事業計画

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営若地区土地改良事業（農業用用排水施設）

につき計画を定めたので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に茨城県

知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６月以内に、茨城県を被告として、計画を定めたこと

に対する取消しの訴えを提起することができる。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　縦覧に供する書類

　　県営若地区土地改良事業（農業用用排水施設）計画書の写し

２　縦覧の期間

　　令和４年11月29日から令和４年12月26日まで

３　縦覧の場所

　　茨城県県西農林事務所

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

酸県営土地改良事業計画

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営若地区土地改良事業（区画整理）につき

計画を定めたので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に茨城県

知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６月以内に、茨城県を被告として、計画を定めたこと

に対する取消しの訴えを提起することができる。
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　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　縦覧に供する書類

　　県営若地区土地改良事業（区画整理）計画書の写し

２　縦覧の期間

　　令和４年11月29日から令和４年12月26日まで

３　縦覧の場所

　　茨城県県西農林事務所

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

酸開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について、次の区域の工事が完了したの

で、同法第36条第３項の規定により公告する。

　　　令和４年11月28日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原5127番４、同番５

２　事業主の住所及び氏名

　　稲敷郡阿見町中郷二丁目24番13フォーリストカーサ201号室

　　　油　井　政　博、油　井　　　栞

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　下妻市前河原字久保後545番

２　事業主の住所及び氏名

　　下妻市前河原561番地２

　　　株式会社オリオン急配

　　　　代表取締役　八木下　　　聡
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